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対ベトナム輸出食鳥肉の取扱いについて

今般、ベトナム政府より、平成２２年９月１日以降ベトナムに輸出される食鳥肉に対

する衛生証明書の添付について要請があったため、別紙のとおり、「対ベトナム輸出食

鳥肉取扱要領」を定めましたので、本要領に基づき対応頂くとともに、関係事業者への

周知等について特段のご配慮をお願いします。
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